
平素より阪神高速道路事業へのご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。

消費税法の改正に伴い２０２３年１０月から開始されるインボイス制度にあわせ、以下の通り

ETCコーポレートカードの請求書等の様式を変更しますのでお知らせします。

変更時期 ２０２３年（令和５年）9月発行分（8月ご利用分請求書）

《お問い合わせ先》阪神高速お客さまセンター ℡06-6576-1484

登録番号が記載されます
（上記が弊社の登録番号です）

なお、以下の様式においては、最下部にご契約者さまへのご請求額に対する消費税対象額および
消費税額を参考表示いたします。

 ご通行明細書

 ご通行明細総括表（カード単位）

 ご通行明細総括表（契約者単位）

（右図は、ご通行明細総括表（カード単位）での例です。）

２０２3年9月
ETCコーポレートカードご契約者 各位

阪神高速道路株式会社

２０２３年１０月からのインボイス制度導入にあたって請求書等のレイアウトがかわります

インボイス制度に関しましては、国税庁のHP等をご確認ください。
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